
 

 

 

 

 

市立尼崎高等学校いじめ事案に係る懲戒処分について 

 

 

 １ 被処分者 

   教育委員会事務局 教育次長 

 

 ２ 処分内容 

  戒告 

 

 ３ 処分日 

   令和５年３月 27 日 

 

 ４ 処分の概要 

被処分者は、令和元年度に尼崎高等学校の部活動内で発生したいじめ事案

において、当時学校長の立場にあったが、事案認知後、市教育委員会に適切な

報告を行わず、事案解決のための適切な対応を指揮・指導する学校長としての

職責を十分に果たさなかったため、その管理監督責任を問い、地方公務員法第

29 条第１項第１号、第２号及び第３号の規定に基づき、懲戒処分として戒告

を行った。 

 

以 上  

令和５年３月３１日 

所 属 名 教育委員会事務局 職員課 

所属長名 西川 欣伸 

電話番号 06-4950-5660 


